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   加西市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 加西市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり制定する。 
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加西市福祉医療費助成条例の一部を改正する条例 

 

加西市福祉医療費助成条例（昭和63年加西市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第18号中「免除された者」の右に「並びに同法第292条第１項第11号イ中「夫と死

別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で

定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をしていな

いもの」と読み替えた場合に同法第295条第１項（第２号に係る部分に限る。以下この号にお

いて同じ。）の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第１項

第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らか

でない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現

に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第１項の規定により当該市町村民

税が課されないこととなる者」を加える。 

第５条第３項を削り、同条の次に次の１条を加える。 

（市町村民税の額の算定の特例） 

第５条の２ 前条第１項第２号及び第２号の２に規定する所得割の額を算定する場合は、次

に掲げるところによる。 

(１) 所得の確認を必要とする者が、地方税法第318条に規定する賦課期日において指定

都市（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の19第１項の指定都市をいう。以下

同じ。）の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村

の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 

(２) 所得の確認を必要とする者が、地方税法第292条第１項第11号イ中「夫と死別し、

若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で

定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻をして

いないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号

中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかで

ない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、

現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者で

あるときは、同法第314条の２第１項第８号に規定する額（当該者が同法第292条第１項

第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の

明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子で

あつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の２第３項に該



当する者であるときは、同項に規定する額）に同法第314条の３第１項に規定する率を

乗じて得た額を控除するものとし、読み替えた場合に所得割非課税者であるときは、所

得割の額を０として算定するものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の加西市福祉医療費助成条例の規定は、平成30年９月１日以後に

受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、な

お従前の例による。 

 

  



（審議資料）  
兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱等の一部改正に伴い、未婚のひとり親家庭に対し、

福祉医療費の助成の受給資格を判定する際の所得算定等にあたって、寡婦（夫）控除のみ

なし適用を実施するため、所要の改正を行うもの。 

 

 

 

 


